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宮
内
庁
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の

閲
覧
場
所
を
告
示
す
る
件
(
宮
内
庁
二
)

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
条

を
し
た
件
(
同
一
四
六
)

公
証
人
法
第
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件
(
同
一
四
七
)

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

〔
生
口

O O O
日
本
赤
十
字
社
が
募
集
す
る
寄
附
金
を
寄

(
同
一
二
) 

平
成
二
十
二
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
閲

る
件
(
同
九
四
)

平
成
二
十
二
年
度
の
初
日
か
ら
平
成
二
十

数
量
を
告
示
す
る
件
(
同
九
五
) 

る
件
(
環
境
二
三
)

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
四
に
規

窒
素
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準

の
場
所
を
定
め
る
件
(
国
税
庁
九
)

O O

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

を
延
長
す
る
件
(
厚
生
労
働
九
五
)

日
本
薬
局
方
の
全
部
を
改
正
す
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
同
九
六
)

平
成
二
十
三
年
度
の
指
定
食
肉
の
安
定
価

格
を
定
め
た
件
(
農
林
水
産
六
九
九
)

平
成
二
十
三
年
度
の
肉
用
子
牛
の
保
証
基

事
務
所
の
場
所
を
定
め
た
件
(
消
防
庁
三
) 

準
価
格
を
定
め
た
件
(
同
七

土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
条
第
一
項
第
七

件
(
法
務
一
四
五
)

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に

1mヨ宝 b 
O O O O O O O O

O
O
) 

O O

馴
治
一
一
一
附
時
一
町
町
叫
一 

日
刊
(
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
)

O

登
録
認
定
機
関
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
が

あ
っ
た
件
(
同
一
一
九
)

技
術
基
準
適
合
認
定
及
、
ひ
設
計
に
つ
い
て

省

文
字
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

m

川
川
川
川
同
ロ

登
録
免
許
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

O O

O
) 

三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
生
鮮
等
牛
肉

す
る
法
律
第
九
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き

確
認
業
務
を
行
う
事
業
場
を
変
更
す
る
件

及
び
冷
凍
牛
肉
の
各
輸
入
数
量
を
告
示
す

の
認
証
を
受
け
た
端
末
機
器
に
表
示
す
る 

化
学
的
酸
素
要
求
量
に
つ
い
て
の
総
量
規

O
(
海
上
保
安
庁
八
二
一
) 

(
同
一
二

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

r

三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
豚
肉
等
並
び

に
生
き
て
い
る
豚
及
び
豚
肉
等
の
各
輸
入

制
基
準
に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び

に
よ
る
災
害
に
伴
う
特
定
非
常
災
害
の
被

そ
の
区
分
ご
と
の
範
囲
の
一
部
を
改
正
す

次
川
川

害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め

の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
延
長
の
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定

権
利
利
益
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
延

定
す
る
転
廃
業
助
成
金
等
を
指
定
す
る
件

O

に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
、
び
そ
の
区

分
ご
と
の
範
囲
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
同
九
六
)

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

会ド〕

(
同
二
四
)

第
十
三
条
に
基
づ
く
、
公
文
書
等
の
管
理

に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
一
項
の
事
務
所

り
ん
含
有
量
に
つ
い
て
の
総
量
規
制
基
準

O

長
後
の
満
了
日
を
定
め
る
件
(
同
一
一
一
一
)

O
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

O O O
す
る
省
令
(
財
務
九
) 

び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部

る
法
律
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

を
改
正
す
る
省
令
(
厚
生
労
働
三
二
) 

き
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
、
び

小
烈
自
動
車
競
走
法
施
行
規
則
の
一
部
を

長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

改
正
す
る
省
令
(
経
済
産
業
二
一
) 

法
律
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
の

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
及
び
貨

期
日
に
お
い
て
は
選
挙
を
適
正
に
行
う
こ

と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
を
指
定

に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及

に
係
る
業
種
そ
の
他
の
区
分
及
び
そ
の
区

に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町

分
ご
と
の
範
囲
の
一
部
を
改
正
す
る
件

(
同
二
五
)

村
の
区
域
に
お
け
る
国
民
年
金
、
厚
生
年

金
保
険
及
び
船
員
保
険
の
年
金
受
給
権
者

又
は
受
給
者
が
届
出
等
を
提
出
す
べ
き
日

物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
の
一

O

部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

す
る
件
(
同
一
一
一
一
一
)

省
令
(
国
土
交
通
一
八
)

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

会
計
検
査
院

第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
文
書
等

の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
の

〔
官
庁
報
告
〕

方言

第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
の

名
称
及
び
所
在
地
の
公
一
不
に
関
す
る
件

附
金
税
額
控
除
額
の
控
除
の
対
象
と
な
る

寄
附
金
と
し
て
承
認
す
る
件

(
総
務
二
五
)

市
町
の
廃
置
分
合
の
件

(
同
一
二
ハ
、
一
一
七
)

議
録
証
明
機
関
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
が

あ
っ
た
件
(
同
一
一
八
) 

号
の
規
定
に
よ
る
団
体
の
指
定
に
関
す
る

肉
用
子
牛
の
合
理
化
目
標
価
格
を
定
め
た

一) 

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表
に
つ
い
て

O
平
成
二
十
三
年
度
の
生
産
者
補
給
交
付
金

O

{動

労

件
(
同
七 

関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
証

に
係
る
加
工
原
料
乳
の
数
量
の
最
高
限
度

(
厚
生
労
働
省
)

O
(
同
一
凹
八
)

関
税
暫
定
措
置
法
別
表
第
一
。
の
六
に
掲
げ

る
物
品
の
平
成
二
十
一
一
年
度
の
初
日
か
ら

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
輸

入
数
量
を
告
示
す
る
件
(
財
務
九
三
) 

と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
数
量
及

O
び
加
工
原
料
乳
の
補
給
金
単
価
を
定
め
た

件
(
同
七

O
二
)

小
型
自
動
車
競
走
法
施
行
規
則
第
十
四
条

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
た

だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
競
走
場
当

た
り
の
年
間
開
催
回
数
及
び
年
間
開
催
日

数
並
び
に
一
施
行
者
当
た
り
の
年
間
開
催

回
数
を
定
め
た
件
(
経
済
産
業
五
四
)

国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
と
同
一
の

効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
指
定
の
公
告

(
国
土
交
通
省
)

閣
議
決
定
等
事
項

資

事ヰ
(
以
下
次
の
ぺ
!
ジ
へ
続
く
) 

O 
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幸日

総
務
省
告
示
第
百
二
十
二
号

O

官木曜日

消
防
庁
告
示
第
二
号

O

|ゴ平成 23年� 3月 31 

O
総
務
省
告
示
第
百
二
十
一
号

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(
平
成
八
年
法
律
第
八

十
五
号
)
第
三
条
第
二
墳
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
権
利
利

談
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
延
長
後
の
満
了
日
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
一
一
一
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

片
山

善� 
1専

ムノ、ー
こ録五
との条線無

請申十の局

を四免許
行の

jう守定規続規手

とに

がよ則第
でり
き再二
る登十

五� 
がよ第二
でり |無

き同免許五五線

の第十号)年電波監局ること 許免手

請申七理続

を条委規則l
行の員132きζ、
う規tλiヒー， (
こ規昭
とに貝リ手口

1m 

録登の

が聖書第
有効よに

でる三
あ登十
る録八
こ証条
と明の
機二
関の
の二

効規定

であに電i皮

るよ第法
とる
と無二
線十
局七
の条
登の
録十
が八
有の

とと聞設計定販に噌波法第

画よ
のる

認特基定二定十
が七
有効地条

局の
でに卜
あ係三
るるの

あに第

るとと線よ無る百三十ー貨被(法底

局号昭� 
の和

免許第四二十

が条五

効有規の年法

で定律

特

定

権

手り

手IJ

益

が年同九人あ無救寄助法適災満でつ線
了あて設
す月つは備
る三て
も十、常の

のH軍用
でま二 咽岨域区

の十所内
間三 と を
に年す移登録
登四る動

録月線無?。?人
の十 の

諸有問l局毎住日の線所

か録登局又
らには

助法適

設、の

2 1 E)あ無救喜の があのア つ線
間年六� I 満年九つ有局ア て設

に月外以す了月て効をマとは備

書十 三、期除チ� Z次時げ常信ーのる十聞くユ
の日無も日成平が� Jア 置用

か線のま二一、局有期 場長

での三 内
間あ 問年以工る主を
が特芋同つ に囲内 衛無た移(免

満ーて 免月で星線る動許
了月、 許十あ等局停す人
す三平成 のーる局のの港泊るの

る十 効有期日無及びア免許 無住
も日二 か線マ 又線所
のま十 ら局免言午チ人は局又
で三 間同でユ 定には

関明

適助法

終三所災

すT~七下すと救脅
る月る
も二登
の十録

[lg証用

日機明区

でま関域内

にでを
ふ手L辺0諸7 3子、 事1与をL 

録つ録
のて証

有効期平成、機

間二の
が十住

助災が作同人あ無事満でつ線
す了八あて設

月つは備
る二て 、 法適
も干、常の

のまH平成置F器用区

で二 場域内
の十所
間三とを
に年す移登録
録登二る動

百線無する人
の十 の

効一局無住有期
日の線所

か録登局又
間 ら に は

内区

救助災

定基

の十る又詩効有一認は

期か日定開特

間が年問ら設者地法適

終 で 局 用

了八あの域
す月つ無
る三て線
も十 、設備を
の日成平 認
まの定
で二設開

間の十三所置場設者

に 年 の

認定三月すと住所

期か免許定に又助が完救助災成平
間ら 場置あは法適適
が年同人 つ無用二
満でて線用さ 卜
す了八あとは備設区れ法三

月っす 、 」域た(年東

る三てる常の 市村町和昭
も十、無設とー

のHE線 帯ilf い 干北地
ま局 うの一太方

で二(放送� J域区五T 

の十主内 平洋沖
間三た移を(
に年局る動免以芸I去

許免三を停港泊す許下 地
月除る人 震

の~語学自に
効有一日のは局住所 旦3際し

立J

象

者

三月成平

十二
ー十
日三
年
八

年
八

三月平成

十二
ー十
日三

年
八

三月平成

十二
一十
日三

年
八

三月成平

十二
ー十
日三

年
八

月平
三成
十二
一十
日三

年
八

三月平成

十二� 
一十
日三

の
満
了
日� 

延
長
f愛

七
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則

(
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十

七
号
)
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
電
気
通
信
主
任
技
術
者

資
格
者
証
の
交
付
の
申
請
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と

八
請事十年
を担七郵工
行任条政事
う者第省担
こ資二令任
と格項第者
が者の二規
で証規十則
きの定八(
る交に号昭
こ付よ)和
とのり第六

申工三十

災
害
救
助
法
適
用
区
域
に
居
住
す
る
者
で
あ
っ

て
、
平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日
付
け
で
電
気
通

信
主
任
技
術
者
試
験
に
合
格
し
た
も
の

災
害
救
助
法
適
用
区
域
に
居
住
す
る
者
で
あ
っ

て
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日
付
け
で
工
事

担
任
者
試
験
に
合
格
し
た
も
の
又
は
平
成
二
十
二

年
十
二
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
十
七

日
ま
で
の
聞
に
工
事
担
任
者
の
養
成
課
程
を
修
了

し
た
も
の

-
一
の
項
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
期
間
又
は
一
二
の
項
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
の

登
録
の
有
効
期
間
が
延
長
さ
れ
た
期
間
に
お
け
る
電
波
法
第
百
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
当
日
に
つ
い
て

は
、
同
項
に
規
定
す
る
起
算
日
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

2

一
の
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
有
効
期
間
の
延
長
が
あ
っ
た
無
線
局
に
つ
い
て
再
免
許
を
付
与
す
る
と
き
、
又
は

三
の
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
有
効
期
間
の
延
長
が
あ
っ
た
登
録
局
に
つ
い
て
再
登
録
を
す
る
と
き
は
、
一
の
項
の

規
定
に
よ
る
免
許
又
は
三
の
項
に
よ
る
登
録
の
有
効
期
間
の
延
長
は
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
、
ひ
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
号
)
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議

員
及
び
長
の
選
挙
期
日
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
八
号
)
第
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
は
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
影
響
の
た
め
選
挙
を
適
正
に
行
う
こ
と
が

困

難

と

認

め

ら

れ

る

市

町

村

を

次

の

よ

う

に

指

定

す

る

。

)

茨
城
県 平

成

二

十

一

二

年

三

月

三

十

一

日

総

務

大

臣

片

山

善

博

水
戸
市

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
(
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
)
第
十
一
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
)
第
七
条
第
二
項
の
事
務
所
の
場
所
を
次
の
と

お
り
告
示
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
な
お
、
平
成
十
一
二
年
三
一
月
二
十
九
日
消
防
庁
告
示
第
九
号

(
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
文
書
の
管

理
に
関
す
る
定
め
を
記
載
し
た
書
商
及
び
同
条
第
一
項
第
十
号
の
帳
簿
の
閲
覧
所
を
定
め
た
件
)
は
、
平
成
二
十
三
年

三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

総務省

消大学防校事 事

報開情公
務

課
覧閲室

所

東尽都 東尽都

調布市
千
代
田

深大寺東

区
霞
カT

所

関
町
四 丁
丁 日
目

番 在

十
五 号
番

中
可Eコ

央メEミ3 

地

庁同舎

館下7

平
成
二
十
三
年
八

月
三
十
一
日

平
成
二
十
三
年
八

月
三
十
一
日

久
保

信
保


